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 令 和 ８ 年 ５ 月 1 1 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
都 市 環 境 部 環 境 課  

案 件 名 称  

三 浦 市 廃 棄 物 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 に

関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 基 本 方 針

に つ い て  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

三 浦 市 廃 棄 物 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 基 本 方 針 を 別 紙 の と お り 決 定 す る

こ と に つ い て  

現 状 と 課 題  

 一 般 廃 棄 物 処 理 手 数 料 に つ い て は 、 受 益 者 負 担 の 考 え に

基 づ き 、 一 般 廃 棄 物 処 理 原 価 を 基 本 に 定 め る 必 要 が あ る

が 、 昨 今 の 物 価 や 人 件 費 、 燃 料 費 等 の 高 騰 に よ り 、 こ れ ら

処 理 手 数 料 に 係 る 経 費 も 上 昇 し て お り 、 現 在 、 そ の 額 に 乖

離 が 生 じ て い る 。  

 適 正 な 受 益 者 負 担 の 確 保 を 図 る こ と を 目 的 と し 、 一 般 廃

棄 物 処 理 手 数 料 を 適 正 な 金 額 と す る た め 、 三 浦 市 廃 棄 物 の

減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る も の 。  

 
案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

別 紙 、 基 本 方 針 の と お り 、 三 浦 市 廃 棄 物 の 減 量 化 、 資 源

化 及 び 適 正 処 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 し た い 。  

審 議 決 定 後 は 、 令 和 ８ 年 第 ２ 回 三 浦 市 議 会 定 例 会 に 議 案 と

し て 提 出 す る こ と と し た い 。  

総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

施 策 大 綱 ４  豊 か で 美 し い 「 自 然 」 環 境 が 人 々 と と も に  

あ る 都 市  

目 標  ⑴ 自 然 ・ 環 境  環 境 負 荷 を 減 ら し 、 豊 か で 美 し い  

自 然 環 境 と 共 生 す る ま ち を 目 指 し ま す 。  

施 策  適 切 な 廃 棄 物 処 理 を 広 域 で 取 り 組 む  

備 考  説 明 員  石 塚 環 境 課 長 、 道 野 環 境 課 環 境 G L  

       雙 田 廃 棄 物 対 策 課 長 、 鈴 木 廃 棄 物 対 策 G L  
 


